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☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴

　本件は、原告による特許（特許第4725133号）無効審判において、「訂正明細書及び訂正後の請求項（１
～２）について訂正することを認め、特許請求の範囲の記載要件（サポート要件）違反を主張する取消事
由１に関し、本件審判の請求は成り立たない。」とした審決の審決取消訴訟で、特許請求の範囲に記載さ
れた発明が発明の詳細な説明に記載された発明であることを明らかにすべきところ、モールドパウダー
が（１）式及び（２）式を満たす組成であることによるのか否かは不明であり、又、本件発明の内容を
示すモデル実験では実際の連続鋳造時におけるモールドパウダーの剥離の状況を反映した結果が得られ
ているとは認められないとして、特許法36条６項１号所定のサポート要件に適合するものということは
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（「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」発明（特許第4725133号）の
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できないと判示して、これに反する審決が取り消された事例である。

第１　裁判所の判断について

１　認定事実
（１）本件発明は、判決中　第２　事案の概要中の２（判決第２の２）本件発明の要旨記載のとおりで

あるところ、本件明細書には、以下の記載があることを認定した。
ア　背景技術（具体的な記載を省略）
イ　発明が解決しようとする課題（具体的な記載を省略）
ウ　課題を解決するための手段（具体的な記載を省略）
エ　発明の効果（具体的な記載を省略）
オ　発明を実施するための最良の形態

【実施例１】（具体的な記載を省略）
（２）判決第２の２の本件発明の要旨の認定及び本件明細書の記載によると、本件発明は、以下のとお

りであると認められる。
高速連続鋳造において、鋳造速度が大きくなると、凝固シェル厚みが薄くなり、これに伴って、

バルジングが大きくなることから、バルジング性湯面変動が発生し、モールドパウダーの巻き込み
が発生する原因となっている。鋳片表面にモールドパウダーが付着していない方が二次冷却におけ
る冷却効率が良く、凝固シェル厚みが厚くなるので、バルジング性湯面変動を抑制するには、鋳片
からの剥離性の良いモールドパウダーが望ましい。

そこで、本件発明は、二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能とする、鋳片表面か
らの剥離性に優れる、鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供することを、その目的とするもので
ある。

２　取消事由１（サポート要件についての判断の誤り）について
（１）特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と

発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記
載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識でき
る範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし
当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであ
り、明細書のサポート要件の存在は、特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である（当庁平
成17年（行ケ）第10042号同年11月11日特別部判決・判例タイムズ1192号164頁参照）と判示した。

（２）特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比すると、前記１（１）ウの【0010】及
び【0011】における第１の発明についての記載は、請求項１の記載と一致する。また、同【0012】の
記載のうち、「前記モールドパウダー・・・特徴とする」という部分は、請求項２において、本件発
明１をさらに特定する事項の記載と一致する。

（３）ア　前記１（１）イのとおり、本件発明の課題は、二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めるこ
とを可能とする、鋳片表面からの剥離性に優れる、鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供する
ことである（【0009】）。

イ　前記（２）のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明【0010】、【0011】及び【0012】には、課題
を解決する手段として、「第１の発明」及び「第２の発明」のモールドパウダー、すなわち、本件
発明が記載され、また、前記１（１）オのとおり、剥離性の試験結果を示した図１及び図２に基づき、
請求項１に記載された式（１）及び（２）を満たすモールドパウダーが、剥離性に優れることが分
かったとされている（同【0018】～【0024】）。


